
憲法９条で平和を守る 

東大和９条の会 

私たちは日本国憲法を守るという一点で集い、学習会・ 

講演会を開いたり署名収集等の活動を続けています。 

令和３年東大和市公民館まつりに、 

「地域９条の会」３グループが参加します。 

●芋窪・蔵敷・奈良橋 憲法９条の会 

●南街・立野・中央 ９条の会 

●東大和９条の会 湖畔・狭山９LOVE 











 

グループの名称：東大和９条の会 湖畔・狭山９LOVE  

(主な活動)  憲法学習 
 

活動内容の紹介  

活動日時  月１回（第一または第二土曜日）午前中（不定期） 

会 費  無  会員数  実活動１０人程度 

講 師 無  

活動拠点  狭山公民館   

【その他】 

  2006 年７月発足以来、憲法学習を続け、毎年学習の成果を狭山公民館祭りに 

展示・発表しています。 

  

展示内容：別紙 
 

 



１．防衛費 

   

安保法制（2015）以降増え続ける防衛費。令和４年度は GDP 比２％

（倍化・１０兆円）を検討中 

 

２．集団的自衛権の実行/合同演習 

防衛省提供資料 

活発に行われる自衛隊、外国軍隊との合同演習 

2021年度実態 

（陸自）日米（国内）４回、（於米国）２回、（於豪州）１回 

     米を含む多国軍との合同５回 

     その他、日米（於・北海道）通年複数回及び米国派遣

も通年複数回 

（海自）日米合同 52回、米を含む多国軍との合同１５回、 

その他の国との合同 23回（陸自及び海自プレスリリースより） 

 

安保法制（２０１５年）以降、何が起きているか？ 

 



３．横田基地 

 

２０２１年５月２１日大規模演習１１時５０分 横田基地所属機が 東側誘導路に

整列しました。南向きに先頭から UH-1N が２機  C-12J が３機   CV-

22B が２機  C-130J-30 が９機 

 

 

写真：「横田ブログ」YOKOTAJOHOブログその２から転載 

 

 

 

 

１６時０４分  CV-

22B （オスプレイ）

14-0074 が離陸し

ました。 

埼玉県、東京都、神奈

川県上空で飛行訓練を

しました。（同上よ

り） 

今後数年間で、段階的

に計１０機のＣＶ－２

２と約４５０人の人員

を配備する。 

（平成３０年４月３日

外務省・防衛省発表

「CV-22 オスプレイ

の横田基地への配備に

ついて」より 



４．安保法制により、憲法９条は事実上変えられた！ 

それでも「改憲」はなぜ？ 

 

〇「安保法制」は憲法違反！「違憲裁判」全国 25裁判 

  立憲主義を守り、憲法を守るために「安保法制違憲訴訟の会」がつくられ、原告 

  7．699 名が全国２２地域で 25 の裁判を提起し、現在進行中で結論がまだでていま

せん。 

〇対策が急務の「感染症対策」「地球温暖化対策」 

  現在、国民が望むこととして、「コロナ禍の市民の生活防衛」「感染症への対策」「地

球環境を守る」など急を急ぐ必要があり、「改憲」が優先されたり、急がれるものとは

思われません。 

〇衆院選での有権者の関心事「改憲」は９％ 

→なぜ、「改憲」を急がなければならないのか？ 

  2021 衆議院選挙で「改憲」に積極的な政党・議員が３分の２の議席を閉めました

が、投票した有権者で「改憲に関心あり」とした人はわずか９％でした。多くの人は「改

憲」に興味を示していません。国民的議論が起こっていない状況での「改憲」は、なぜい

ま必要なのでしょうか？ 


